
条例の推進体制イメージ

【滋賀県契約審議会】 【会計管理者（出納員）】
〇取組方針について調査審議 〇執行伺いの合議
〇その他契約にかかる調査審議 〇支出負担行為の事前合議
　（他の附属機関に係るものを除く。） 〇支出負担行為の確認
　事務局：会計管理局管理課

【滋賀県特定調達苦情検討委員会】
【県政経営会議】
〇取組方針の決定にかかる協議

　事務局：会計管理局管理課 〇その他契約に係る必要事項に係る協議 【契約所管課】

【管理課・推進担当課】
【滋賀県入札監視委員会】 〇取組方針・要綱等に基づく助言、指導等

【庁内推進体制】 〇取組方針に基づき、要綱等を整備
〇取組方針の検討 （担当）
〇取組の実施状況についての検証 公共工事：

　事務局：土木交通部監理課 〇取組の総合調整等 情報提供・対応要請
〇目標設定

【建設工事等総合評価審査委員会】
　事務局：各部局 構成員：各部局次長 庁舎管理：

連絡員会議：各部局幹事課の参事等 情報：
【建設工事紛争審査会】 委託・物品： 管理課 相談・
　事務局：土木交通部監理課 事務局：会計管理局管理課 （委託契約審査会？） 〇部局横断推進体制の運営 情報提供等

所管部分： 企業庁経営課 〇契約状況の公表
【公共事業評価監視委員会】 連携 病院事業庁経営管理課
　事務局：土木交通部監理課 県警本部会計課 指導等

サポート：推進担当課
【建設工事事故特別調査委員会】
　事務局：土木交通部監理課

【建設コンサルタント等選定審査委員会】 【施策担当課】 【関係機関】
　事務局：土木交通部監理課 〇指導等

【ＰＦＩ事業者選定委員会】
　事務局：各部局

（監理課、技術管理課、下水道課、森
林保全課、耕地課、総務課、情報政策
課、企業庁経営課、病院事業庁経営
管理課、県警本部会計課）

情報提供

（建設工事契約審査委員会）

〇契約を活用して実
現する行政目的の
提案

〇契約審議会の運営
〇相談等窓口の設置
〇事業者の取組状況の把握

情報提供・対応要請

行政目的および活用方法の提案

情報政策課
総務課

〇支出命令の審査

〇取組方針に基づく
取組を推進

〇相談等への対応

【条例所管課（管理課）】

【契約の
相手方等】

【附属機関】

下水道課・森林保全課・耕地課
（入札制度検討委員会）

監理課・技術管理課

【執行機関】

取組方針の策定

【県】

〇公共工事等に関する入札および契約の
過程ならびに契約の内容等について調査
審議

（公共工事関連）

〇特定調達に係る供給者からの苦情に対
して調査審議

契約

取組状況の把握
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